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北
播
支
部
は
２
月
19
日
、
小
野

市
・
加
東
市
医
師
会
館
で
、
吉
岡

正
雄
副
理
事
長
を
講
師
に
緊
急
学

習
会
「
消
費
税
増
税
と
医
療
『
ゼ

ロ
税
率
』
」
を
行
い
、
13
人
が
参

加
し
た
。
参
加
者
の
感
想
を
掲
載

す
る
。

 　　

２
０
１
４
年
４
月
か
ら
消
費
税

は
８
％
に
な
る
と
と
も
に
、
診
療

報
酬
改
定
が
施
行
さ
れ
る
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
錯
綜
し
、
非

常
に
慌
た
だ
し
い
毎
日
で
あ
る
。

月
１
回
、
第
３
水
曜
日
に
開
催
さ

れ
る
北
播
支
部
世
話
人
会
に
合
わ

せ
て
、
ゼ
ロ
税
率
を
15
年
以
上
前

か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
る
、
吉
岡
正

雄
先
生
の
講
演
を
拝
聴
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
改
め
て
こ
と
の
重
大
さ

を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　

吉
岡
先
生
は
、
消
費
税
を
「
弱

者
の
わ
ず
か
な
富
を
ま
と

め
て
強
者
に
移
転
す
る
税

制
」
と
さ
れ
た
。
憲
法
25

条
に
基
づ
く
医
療
の
非
営

利
原
則
か
ら
“
保
険
診

療
は
非
課
税
”
で
あ
る

一
方
、
医
療
機
関
が
購
入

す
る
薬
や
医
療
機
器
、
消

耗
品
に
つ
い
て
は
消
費
税

を
払
っ
て
い
る
た
め
、
支

払
っ
た
消
費
税
は
い
わ
ゆ

る
損
税
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
５
％
か
ら
８
％
に

な
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
損

税
が
増
え
て
、
医
療
経
営

北
播
支
部
ニ
ュ
ー
ス

ゼ
ロ
税
率
求
め
、
根
強
い
運
動
の
必
要
学
ぶ
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　　　　　　　　　　　TEL：078-393-1817 担当事務局：吉永・佐々木 まで

別途送付の案内ハガキをご持参ください

　　　　　　　　　13 人が増税について学びあった
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    次回　支部世話人会

　日 時：3 月 19 日（水）　19：30 ～ 

　会場：小野市・加東市医師会館
　ざっくばらんな集まりです。

　ぜひご参加ください。

　お問い合わせは　TEL：078-393-1817
　事務局 : 吉永、佐々木まで

医科診療所

歯　科

病　院

日　時：3　 月　　 　日（日）17：00 ～ 19:0023
会　場： 県農業会館　11F 大ホール

会　場：

日　時： 　 月　　 　日（日）10：00 ～ 12：003 23
県農業会館　11F 大ホール

に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
の
が
問
題

で
あ
り
、
支
払
っ
た
消
費
税
分
を

国
に
申
告
し
て
還
付
を
受
け
る
べ

き
と
言
う
の
が
協
会
、
保
団
連
の

主
張
で
あ
る
。

　

今
回
ま
で
の
診
療
報
酬
改
定
で

は
、
診
療
報
酬
に
１
・
53
％
上
乗

せ
し
て
、
医
療
機
関
が
負
担
す
る

消
費
税
の
損
税
分
に
つ
い
て
手
当

済
み
と
し
て
い
る
が
、
ま
や
か
し

で
あ
る
。
長
年
の
活
動
の
な
か
で

「
医
療
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
必

需
品
」
に
ゼ
ロ
税
率
を
求
め
る
範

囲
を
広
げ
て
、
日
医
、
日
歯
、
日

薬
だ
け
で
は
な
く
幅
広
い
団
体
と

協
力
し
、
国
民
、
国
会
議
員
な
ど

賛
同
を
広
め
る
活
動
も
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
過
去
の
歴
史
的
経
過
の
中

で
、
財
務
省
は
容
易
に
ゼ
ロ
税
率

を
認
め
よ
う
と
し
な
い
事
実
や
、

日
医
が
消
費
税
を
導
入
し
た
時
点

で
、
免
税
で
は
な
く
非
課
税
を
採

用
し
た
事
実
か
ら
容
易
に
は
解
決

で
き
ず
、
根
強
く
継
続
し
て
運
動

を
続
け
て
い
く
必
要
性
を
感
じ

た
。

　

知
識
の
整
理
が
で
き
た
こ
と
に

感
謝
し
つ
つ
、
夜
遅
く
ま
で
ご
講

演
い
た
だ
い
た
吉
岡
先
生
の
今
後

の
ご
活
躍
と
、
協
会
の
活
動
に
期

待
し
た
い
。

 学習会感想文
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１　

今
次
改
定
は
、
総
枠
プ

ラ
ス
０
・
１
％
（
本
体
＋
０
・

73
％
、
薬
価
・
材
料
価
格
▲
０
・

６
３
５
％)

と
な
っ
て
い
る
が
、

消
費
税
増
税
対
応
分
の
１
・
36
％

を
除
く
と
、
実
質
マ
イ
ナ
ス
改
定

（
▲
１
・
26
％
）
で
あ
る
。

　

政
府
は
、
今
次
改
定
の
重
点
課

題
と
し
て
「
医
療
機
関
の
機
能
分

化
・
強
化
と
連
携
、
在
宅
医
療
の

充
実
」
を
打
ち
出
し
て
お
り
、「
入

院
か
ら
在
宅
」「
医
療
か
ら
介
護
」

へ
の
誘
導
を
前
回
改
定
に
引
き
続

き
露
骨
に
示
し
た
。
地
域
医
療
を

担
う
診
療
所
や
中
小
病
院
の
役
割

を
評
価
せ
ず
、
患
者
の
実
態
を
無

視
し
た
、
医
療
費
抑
制
あ
り
き
の

改
定
と
な
っ
た
。

２
．
外
来
で
は
、「
主
治
医
機
能

の
評
価
」
と
し
て
、
一
部
を
除

く
す
べ
て
の
点
数
を
包
括
と
し

た
「
地
域
包
括
診
療
料
」
が
新
設

さ
れ
た
。
主
治
医
と
な
る
医
療
機

関
を
原
則
一
つ
に
限
定
す
る
も
の

で
、
将
来
的
に
は
、
患
者
が
受
診

で
き
る
医
療
機
関
を
制
限
す
る

「
登
録
医
制
度
」
も
視
野
に
入
れ

た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
国
民
皆

保
険
制
度
の
根
幹
で
あ
る
患
者
の

フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
を
阻
害
す
る
可

能
性
は
否
め
な
い
。

　

在
宅
医
療
で
は
、
緊
急
往
診
や

在
宅
看
取
り
の
実
績
の
あ
る
医
療

機
関
へ
の
評
価
な
ど
、
入
院
か
ら

在
宅
へ
の
誘
導
が
極
め
て
色
濃

い
。
前
回
改
定
で
新
設
さ
れ
た
機

能
強
化
型
の
在
宅
療
養
支
援
診
療

所
（
病
院
）
に
つ
い
て
は
、
緊
急

往
診
や
在
宅
看
取
り
で
の
実
績
要

件
が
強
化
さ
れ
、
連
携
型
で
は
各

医
療
機
関
が
一
定
の
実
績
を
満
た

す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
在
宅
患
者
訪
問
診
療
料

「
同
一
建
物
居
住
者
」
の
さ
ら
な

る
点
数
引
き
下
げ
や
、
在
宅
時
医

学
総
合
管
理
料
（
特
定
施
設
入
居

時
等
医
学
総
合
管
理
料
）
に
も
同

一
建
物
居
住
者
の
取
り
扱
い
が
導

入
さ
れ
、
点
数
が
大
幅
に
引
き
下

げ
ら
れ
た
。
医
療
内
容
は
同
一
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
建

物
居
住
者
と
い
う
だ
け
で
点
数
を

大
幅
に
引
き
下
げ
る
こ
と
は
極
め

て
不
合
理
で
あ
り
、
在
宅
医
療
に

取
り
組
む
医
療
機
関
の
経
営
や
在

宅
療
養
患
者
に
多
大
な
影
響
を
及

ぼ
し
か
ね
な
い
。
不
適
切
な
医
療

機
関
へ
の
対
応
は
、
予
定
さ
れ
て

い
る
療
養
担
当
規
則
の
改
定
で
十

分
だ
。

　

そ
の
他
の
項
目
で
は
、
要
介
護

者
に
対
す
る
維
持
期
リ
ハ
ビ
リ
の

経
過
措
置
が
さ
ら
に
２
年
間
延
長

さ
れ
た
。
し
か
し
、
過
去
１
年
間

に
介
護
保
険
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
を

実
施
し
て
い
な
い
場
合
は
減
算
と

な
る
な
ど
、
新
た
な
ペ
ナ
ル
テ
ィ

も
導
入
さ
れ
て
い
る
。
う
が
い
薬

の
み
を
処
方
し
た
場
合
、
保
険
給

付
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
も
盛
り

込
ま
れ
て
お
り
、
湿
布
や
漢
方
薬

な
ど
、さ
ら
な
る
対
象
外
の
拡
大
、

保
険
外
併
用
療
養
の
拡
大
、
混
合

診
療
の
解
禁
へ
と
つ
な
が
り
か
ね

な
い
。

３
．
入
院
医
療
で
は
、「
高
度
急

性
期
と
一
般
急
性
期
の
明
確
化
」

を
掲
げ
、
２
年
間
で
急
性
期
病

床
を
現
在
の36

万
床
か
ら
９
万

床
を
削
減
す
る
方
針
だ
。
７
対
１

入
院
基
本
料
に
つ
い
て
、
平
均
在

院
日
数
短
縮
に
向
け
た
特
定
除
外

制
度
の
見
直
し
や
看
護
必
要
度
の

見
直
し
、
在
宅
復
帰
率
の
導
入
な

ど
で
算
定
要
件
を
厳
格
化
し
て
い

る
。「
急
性
期
病
床
と
長
期
療
養

を
担
う
病
床
の
機
能
分
化
」
と
し

て
、
急
性
期
病
院
か
ら
の
受
け
皿

と
し
て
「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
」

が
新
設
（
従
前
の
亜
急
性
期
病
棟

か
ら
改
編
）さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

療
養
病
棟
で
も
在
宅
復
帰
機
能
強

化
加
算
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
急

性
期
・
慢
性
期
に
関
わ
ら
ず
、
入

院
患
者
の
早
期
退
院
を
促
す
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　

管
理
栄
養
士
の
配
置
義
務
化

は
、
協
会
・
保
団
連
の
粘
り
強
い

運
動
に
よ
っ
て
、
有
床
診
療
所
で

は
元
の
加
算
評
価
と
な
り
、
撤
回

さ
れ
た
。
一
方
、
病
院
は
、
経
過

措
置
は
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の

義
務
化
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
特

に
中
小
病
院
で
は
管
理
栄
養
士
の

確
保
が
困
難
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、

地
域
医
療
を
確
保
す
る
観
点
か
ら

病
院
に
つ
い
て
も
義
務
化
を
撤
回

す
べ
き
で
あ
る
。

　

前
々
回
の
改
定
で
大
き
な
混
乱

を
も
た
ら
し
た
入
院
患
者
の
他
医

療
機
関
受
診
時
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
は
、
協
会
・
保
団
連
の
た
び

重
な
る
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

今
回
も
全
く
改
善
さ
れ
て
い
な

い
。

　

今
次
改
定
は
「
社
会
保
障
・
税

一
体
改
革
」
で
示
さ
れ
て
い
る
社

会
保
障
切
り
捨
て
を
さ
ら
に
推
進

す
る
も
の
で
あ
り
、
協
会
は
地
域

医
療
改
善
の
た
め
に
診
療
報
酬
の

抜
本
的
引
き
上
げ
、
患
者
負
担
の

軽
減
を
求
め
て
い
く
つ
も
り
だ
。

次回「モンサントの不自然なたべもの」上映会

　 日 時：3 月 29 日（土）　14：00 ～ 

　 会 場：姫路商工会議所 501 ホール
　 主 催：協会姫路・西播支部
　
  　お問い合わせは　TEL：078-393-1803　事務局 : 有本まで

　
今
年
度
診
療
報
酬
改
定
談
話

　
　
医
科
　
診
療
報
酬
の
抜
本
的
引
き
上
げ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
部
長
　
清
水
　
映
二

URL： http://www.hhk.jp

協会ホームページご活用
ください !

協会ホームページは適宜更新しており
ます。北播支部のニュースや活動も掲
載されます。ぜひご活用下さい。

兵庫県保険医協会 検 索

審査 ･ 指導相談日
日時 4 月 10 日 ( 木 ) 15 時～

会場 協会会議室

※医科は事前予約制

　 ☎ 078 － 393 － 1803 まで

　歯科は随時 

　☎ 078 － 393 － 1809 まで


